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は じ め に

　これまで大きな地震が起きるたびに、トイレに関する問題により被災者は辛い体験を強い
られてきた。トイレ問題は、一人ひとりの健康問題を引き起こすとともに、公衆衛生の悪化
による感染症の蔓延にもつながる。また、トイレ不備による水分制限は、脱水や体力・免疫
力低下などともに様々な病気を招き、災害関連死につながることが危惧されている。
　被災した地方公共団体はそれぞれの教訓をもとにトイレ対策の改善に取り組んできた。今
後、私たちは、それぞれの被災地方公共団体の取り組みを共有し、これからの備えに活かす
ことが必要である。
　そこで、本冊子では、関係府省によるガイドライン等、兵庫県（阪神淡路大震災）・新潟
県（新潟県中越地震）・岩手県（東日本大震災）での被災後のトイレ対策、熊本県（熊本地
震）でのトイレ対応について紹介する（下図参照）。なお、本冊子は東日本大震災の現場の声
をまとめた「東日本大震災 3 .11のトイレ 現場の声から学ぶ 」（2013 年 3 月 11 日発行）
の続編となる。
　災害時のトイレ対策は命と尊厳を守るためのものであり、これらに取り組むことは、女性
や子ども、障害者、高齢者など、災害時にとくに配慮が必要な人のことを思いやることにつ
ながる。地方公共団体だけでなく、医療機関や企業、団体、住民等、より多くの方々に本冊
子を手に取っていただき、災 害時のトイレ対策を推進するための一助になることを願って
いる。

トイレ対策の重要性（P2）

関係府省によるガイドライン等（P2）

図：本冊子の構成

震災におけるトイレ問題（P3）

関東大震災

阪神淡路大震災

東日本大震災

平成 28 年熊本地震

新潟県中越地震

トイレ対応と対策（P5）

災害用トイレの分類と備え方（P１３）

兵庫県

新潟県

岩手県

熊本県
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ト イ レ 対 策 の 重 要 性

　災害時のトイレ対策は、避難所、在宅避難、事業所、病院、帰宅困難時など、すべての場
所で必要となる。被災者だけではなく、現地で業務を継続する人や支援する人等にとっても、
トイレは必要である。発災後にトイレ問題が発生し、健康を害するプロセスの一例を下図に
示す。トイレがない、もしくはトイレが不衛生である状態では、食事も医療も成り立たない。
誰もが安心して使用できるトイレ環境を確保することは、命を守るために不可欠な要素で
ある。

関 係 府 省 に よ る ガ イ ド ラ イ ン 等

　災害時のトイレ対策に関するガイドライン等について主なものを以下に示す。また、「避
難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」において、トイレの個数の目安が示されて
いるので以下に記述する。

水洗トイレが
使えない

断水や給排水設備、
汚水処理施設等の
被災

トイレが
大小便で一杯に
なる

水が流れないトイ
レでも使用してし
まう。

トイレが
嫌になる

嫌な理由は、くさ
い、汚い、暗い、
怖い、寒い、遠い、
男女共用、数が少
ない、段差がある
など、様々である。

飲まない・
食べない

トイレが嫌で、水
分摂取や食事を控
えてしまう。

病気になる

エコノミークラス
症候群（深部静脈
血栓症／肺塞栓症）
や持病の悪化など、
様々な理由で健康
を害し、死に至るこ
ともある。

　市町村は、過去の災害における仮設トイレの設置状況や、国連等における基準を踏まえ、
・災害発生当初は、避難者約 50 人当たり 1 基
・その後、避難が長期化する場合には、約 20 人当たり 1 基
・トイレの平均的な使用回数は、１日 5 回
を一つの目安として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成することが望ましい。
　トイレの個数については、施設のトイレの個室（洋式便器で携帯トイレを使用）と災害用トイレを合わせ
た数として算出する。また、バリアフリートイレは、上記の個数に含めず、避難者の人数やニーズに合わせ
て確保することが望ましい。ただし、これらは目安であり、避難所におけるトイレの個数については、避難
者の状況や被害の程度等により必要となる個数が異なる。各避難所では、トイレの待ち時間に留意し、避難
者数（男女毎も含む）に見合ったトイレの個数と処理・貯留能力を確保することが重要である。

■ ト イ レ の 個 数 の 目 安

府省

内閣府

国土交通省

環境省

文部科学省

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン

マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン

大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針

災害に強い学校施設の在り方について

2016 年 ( 平成 28 年 )4 月

2016 年 ( 平成 28 年 )3 月

2015 年 ( 平成 27 年 )11 月

2014 年 ( 平成 26 年 )3 月

名称 策定
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震 災 に お け る ト イ レ 問 題

　首都圏において発生した直下型地震で、広域火災や土砂災害、津波等も発生したことが特徴である。
死者は 10 万人を超え、このうち 9 割は火災が原因と言われている。
【し尿処理・処分の停滞】
　震災によりし尿処理に用いていた鉄道、自動車、桶・樽、し尿投棄場等の約半分を失ったことと、汲み
取りを実施する人員が罹災者救護にあたっていたこと、橋梁の落下等で交通機関が停止したことにより、
し尿の処理・処分が停滞した。そのため、避難場所や焼け逃れた地域にし尿が滞留し、衛生状態が悪化
した。
【街頭便所（現在の公衆トイレ）の被災】
　街頭便所の大部分が壊滅・焼失し、清掃道具も失った。東京市は掃除道具をかき集め、学生ボランティ
ア等の手を借りて残されたトイレの掃除と消毒を行った。また、被災者が集まる地域に仮便所を設置し
た。しかし、トイレ不足や掃除が行き渡らなかったこと、夜間にトイレ以外の場所に用を足す人がいた
こと等の理由で清潔さを保つことが困難な状況であった。　

　主なトイレ問題として、次の項目が挙げられる。なお、これまでに起きた主な震災のトイレ
問題は、以下に記述する。

●断水や排水管の破損等により、多くの水洗トイレが使えなくなる
●断水したトイレで用を足してしまい、汚物が溜まる
●汚水・し尿処理が停滞し、衛生状態が悪化する
●要配慮者（障害者、女性や子ども、高齢者等）はそれぞれのトイレニーズがあり、トイレの使用
　を敬遠したり、そもそも使用できない場合がある
●トイレの使用を敬遠した被災者が飲食を控えるようになることで、エコノミークラス症候群等の
　体調不良に陥り、最悪の場合「関連死」に至る
●地方公共団体の関係部局の役割分担や、責任の所在が明確でない自治体が多く、災害用トイレの
　備えや手配等の対応が遅れる

関東大震災              1 9 2 3 年 ( 大 正 1 2 年 ) 9 月 1 日 ( 土 )  1 1 : 5 8

　都市部で発生した震災で、特に木造建築の倒壊や 1 階が潰れる等の被害があり、ピーク時の避難所数
は 1 ,153 箇所で避難者数は 316 ,678 人に達した。
【水洗トイレの機能不全】
　兵庫県内の 9 割以上に当たる 125 万世帯で断水し、全体の復旧に
は 4 月中旬までを要した。そのため、水洗トイレが長期間にわたって
使用できなくなった。また、避難所のトイレは汚物の山が出来上がっ
てしまった。神戸市所有のバキュームカーは 19 台しかなく、仮設ト
イレ不足だけでなく、し尿収集も困難を極めた。このとき「トイレパ
ニック」という言葉が生まれた。

阪神・淡路大震災      1 9 9 5 年 ( 平 成 7 年 ) 1 月 1 7 日 ( 火 )   0 5 : 4 6

使用禁止になったトイレ
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　規模の大きい余震が長期間にわたって発生したことが特徴で、
山間部を中心に斜面や道路の崩壊や豪雪により孤立した地域も
あった。被災地域の 7 市町村は 65 歳以上の割合が 20％を超え、
山古志村については 40％であった。
【エコノミークラス症候群の発症】
　避難所のトイレが和式である、遠い、汚い、使いにくいという声が多くあった。そのため、トイレが
不安で水を飲むことを控えたとする人は小千谷市で 33 .3％、川口町で 13 .8％もいた。このような状
況は脱水状態や体力低下等の健康被害をもたらす。被災後のストレスや疲労も重なり、エコノミークラ
ス症候群で亡くなった方も確認された。

新潟県中越地震　　  2 0 0 4 年 ( 平 成 1 6 年 ) 1 0 月 2 3 日 ( 土 )  1 7 : 5 6

　地震、津波、原発による広域災害である。今も行方不明者は 2 ,500 人を
超える（2017 年 3 月 8 日現在）。また、障害者 ( 障害者手帳所持者 ) の死
亡率が全住民の死亡率と比べて 2 倍近くあったという報告もある。
【災害弱者への配慮】
　仮設トイレが避難所に行き渡るまでに 4 日以上要した地方公共団体は 66
% であった。災 害用トイレに対する要望として、最も多くあげられたのが
「 高齢者、障害者の使用が容易」「設置が容易」であった。また、「女性、子ど
もの使用が容易」という要望も 4 番目に多かった（日本トイレ研究所調べ）。
在宅介護の現場でも、被災直後の排泄に関する困りごとについて「トイレ
が使用できない」と 答 え た人のうち約半数の A D L（ A c t i v i t i e s  o f  
Da i l y  L i v i ng：日常生活の動作能力）が低下した。トイレに行けなくなり、
体を動かす 機会が減ったことが原因と考えられる。障害者に限らず、女性
や子ども、高齢者等に配慮したトイレ環境の確保が課題となった。

東日本大震災          2 0 1 1 年 ( 平 成 2 3 年 ) 3 月 1 1 日 ( 金 )  1 4 : 4 6

　前震（4 月 14 日）と本震（4 月 16 日）とでそれぞれ震度 7 以上の地震が 28 時間以内に 2 回発生
し、1 ,000 回を超える余震が続いた。新潟県中越地震と同様に車中泊をする被災者が多かった。
【避難所に求められるトイレ機能】
　熊本県教育委員会が実施したアンケートによると、
避難所となった学校において備えられていなかった
ために困った機能で最も多い回答は「多目的トイレ
（体育館内）」であった。体育館内にトイレがない、
もしくは断水により屋外トイレを利用するしかなく、
高齢者等は往復するのに不便であった。また、車中
泊の避難者と共同で利用すること、時間帯が重なる
ため行列ができること、照明がないことも、トイレ
に行くことを遠ざけてしまう要因となった。 

平成 2 8 年熊本地震     2 0 1 6 年 ( 平成 2 8 年 ) 4 月 1 4 日 ( 木 )  2 1 : 2 6

屋外に設置された仮設トイレ

トレーに紙を敷いて排泄
提供：石巻圏合同救護チーム

断水により使用できなくなった水洗トイレ

→各震災で被災した自治体のトイレ対策は P5～P12 を参照
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１ . 避 難 所 に お け る ト イ レ 対 策 の 手 引 き （ 兵 庫 県 ）

　阪神・淡路大震災では、約 900 人が震災関連死として認定されている。その死亡原因をみ
ると、３割程度が心筋梗塞や脳梗塞で亡くなっている。ストレスの蓄積もあるが、トイレを無理
に我慢したことも影響していると言われている。避難所のトイレは、多くの人が使用するため
適切なトイレ対策が実施されることが必要である。
　兵庫県では、阪神・淡路大震災以降、防災意識が高まる中、東日本大震災を契機に「避難所
等におけるトイレ対策の手引き（平成 26 年 4 月）」を作成した。

　平成 25 年に、県内市町におけるトイレ対策の現状を把握するためにアンケート調査を実施
し、県内 41 市町のうち、30 市町（73%）が避難所運営マニュアルを策定していたが、災害
用トイレに特化した訓練を実施したことがあるのは 6 市町（15%）、災害用トイレ対策に関す
るマニュアルを策定しているのは 2 市町（5%）との回答を得た。
　アンケート調査での回答結果等を踏まえ、市町や避難所管理者等が迅速、的確にトイレ対策
を講じることができるよう平成 26 年４月に「避難所等におけるトイレ対策の手引き」を作成
し、災害発生時に避難所を開設する市町の関係部署や防災担当者、避難所運営管理者等に周知
・配布を行った。

兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課訓練・指導班

＜本手引きの内容＞
　この手引きには、災害用トイレの種類から、調達、設置、
使い方、衛生管理に至る一連の対策がまとめられている。
また、避難所等の現場で役立つ実用的なチェックシートも
提示している。

１ 災害時のトイレを巡る現状と課題
２ 災害時の既設トイレの活用
３ 災害用トイレの種類
４ 災害用トイレの調達・設置
５ 健康被害の防止と衛生対策
６ 災害時要援護者への配慮
７ マニュアルの作成や設置運営訓練等の実施
８ 災害時のトイレ対策の留意点

災 害 用 ト イ レ の 一 連 の 対 策 を ま と め る
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　兵庫県では、被災者用のトイレとして、車椅子に対応した洋式の組立式仮設トイレを約900
基備蓄しているほか、平成 27 年度から 5 年間で 10 万セットの携帯トイレを備蓄すること
としている。さらに、コンポストトイレ（バイオトイレ）や、簡易水洗タイプの仮設トイレ、
電動簡易トイレなど、設置場所等の諸条件に応じた対応ができるよう、備蓄トイレの多種類化
を図っている。（災害用トイレの分類は P13～P14 を参照）また、警察・消防・自衛隊等の
宿営地駐屯者のためにマンホールトイレを 90 基備蓄している。
　備蓄品数算定の根拠は、阪神・淡路大震災における最大避難者数（30 万人）を基準に供給
体制を整備することとしており、県として広域的な立場から市町の備蓄を補完するという考え
方に基づき、トイレは 1/3 程度の10 万人分を備蓄することとしている。
　備蓄以外にも、企業等との協定に基づく応援要請に
より必要数を確保することとしており、災害時に仮設
トイレの借り受けができるよう、環境整備課が建設土
木業及び産業廃棄物の関係団体と協定を結んでいる。
　近年の防災訓練は展示型の訓練よりも、実践的に行
うことが多く、災害用トイレの組み立て設置訓練も行
っている。

防災訓 練 の 様 子
　 　 　 　 　 　 　 　 　 提 供 ： 兵 庫 県 企 画 県 民 部 災 害 対 策 局 災 害 対 策 課

図 ： 災 害 時 ト イ レ 対 策 組 織 図  （ イ メ ー ジ ） ／ 出 典 ： 徳 島 県 「 徳 島 県 災 害 時 快 適 ト イ レ 計 画 」（ 2 0 1 7 ）

複 数 の 災 害 用 ト イ レ を 備 え る

徳 島 県 災 害 時 快 適 ト イ レ 計 画 に つ い て

　平成 29 年 3 月、徳島県は「災害関連死」ゼロを目的とし、「徳島県災害時快適トイレ計画」を
策定した。
　本計画において特徴的なのは、災害時のトイレに関するさまざまな問題に対して組織的に対応
するため、関係部局の役割を明確にするだけでなく、総合調整を行う担当部局を定めることとし
た点である（下図参照）。
　また、県は、本計画を実効性のあるものとするため、具体的な施策をまとめたアクションプラ
ンを作成し、個々の取組について目標を設定し、指標化するとともに、トイレ対策の総合調整窓
口担当部門が中心となって、定期的に進捗管理や見直しを行うことも重要なポイントである。

総合調整部門

上下水道 浄化槽 保健衛生 危機管理 庁舎管理福祉 教育し尿処理
廃棄物
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2 . 達 成 す べ き 目 標 は 「 快 適 な ト イ レ 利 用 の 確 保 」（ 新 潟 県 ）

　平成 16 年 10 月、中山間地を襲った最大震度７の「新潟県中越地震」は、死者 68 人、負
傷 者約 4,800 人、住宅損壊約 12 万棟もの被害をもたらした。家屋の倒壊、度重なる余震の
恐怖から最大 10 万人以上が避難し、行政には生活必需品の支援等が求められた。
　県では、地震発生と同時に災害対策本部を設置し、人命の救助を最優先とした応急対策を実
施し、トイレ対策は、仮設トイレの調達、し尿の処理、トイレ利用に関する利便性確保につい
て一元的な対策が実施された。
　現在は、これらの教訓等を踏まえ県地域防災計画の中に「トイレ対策計画」を位置づけ、災
害時のトイレ対策に万全を期している。

【仮設トイレの調達】
(1 ) レンタル業者から仮設トイレを調達することとし、発災翌日、市町村に対して県が仮設トイレを斡
　　旋する旨通知し、要請に基づき、各避難所まで直接配送を行った。仮設トイレは総数 2 ,491 棟が
　　設置されたが、県は、そのうち 848 棟を調達した。調達までに要した日数は、要請当日が 36％、
　　翌日が 47％、2 日後が 17％であった。
(2 ) 携帯トイレは、仮設トイレを補完する形で、①仮設トイレが設置されるまでの緊急利用、②介護用
　　ポータブルトイレと併用した高齢者などの利用、③上下水道の未復旧地域での自宅利用　の３つ
　　の用途にニーズがあり、合わせて約 26 万 5 千袋を斡旋した。

【し尿の処理】
(1 ) し尿処理施設は１施設を除き運転可能であったことから、発災 2 日後には、被災地で発生するし尿
     を近傍のし尿処理施設での受け入れ応援体制を確立し、該当市町村へ通知し、処理を行った。
(2 ) 発災翌日には協定に基づく要請を行い、仮設トイレのくみ取りに要するバキューム車の広域応援体
　　制を確立した。これにより、延べ 145 台（うち県外から応援 79 台）の派遣（他に下水道等施設
　　復旧用に延べ 1 ,363 台（うち県外から応援 1 ,131 台））を行った。

［トイレ利用に関する利便性確保］
(1 ) 発災後、市町村に対して定期的に避難所ニーズの概要を周知するとともに、避難者のトイレ不足等
　　のニーズに対応するため、県が仮設トイレを斡旋する旨の周知徹底を図った。
(2 ) 発 災 ５日後以降、県職員が避難所を巡回し、また、発災１か月までの間に 2 回の避難所実態調査を
　  実施し、避難者のトイレに関する要望等の把握に努めた。避難者から寄せられた「仮設トイレ不足」、
  　「洋式トイレの要望」、「臭い、汚れ」に対して、仮設トイレの増・移設、ポータブルトイレの配置、
　  自主的な清掃の啓発等の支援を行った。

新 潟 県 中 越 地 震 に お け る ト イ レ 対 策

新潟県県民生活・環境部環境対策課長　　　　　　　　　　米田和広氏
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課資源循環推進係主査　石山　豊氏
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　地域防災計画では、新潟県中越地震で顕在化した課題である「避難所外避難者の支援計画」、
「 宅地等の応急危険度判定計画」などと同様「トイレ対策計画」についても新たに追加され
ている。トイレ対策計画では、新潟県中越地震と同様に進捗を環境部局において一元管理す
ることとし、上記の教訓を踏まえて以下の内容が盛り込まれている。

(1 ) トイレを設置することに加え、利便性向上、維持管理についてもトイレ対策に位置づけ、その達成
　　目標を概ね２日目程度で「被災者のトイレ利用を確保すること」とした。
(2 ) 地震発生から「最低３日間、推奨１週間」分の携帯トイレは、原則として県民・企業等の備蓄で賄
　　うこととした。
(3 ) 要配慮者に対する配慮は、概ね 24 時間以内に行う他、「段差の解消」、「手すりの設置」等要配慮
　　者特有の需要へも配慮することとした。
(4 ) 快適な利用の確保のために、「手洗い用水、トイレットペーパー・消臭剤等の確保」、「利用区分・
　　使用方法の周知」、「安全やプライバシーの確保」、「洋式便座の積極配置」、「照明・暖房の要否チ
　　ェック」などの留意すべき事項を明示し、配慮を促すこととした。また、避難者や避難所運営ボラ
　　ンティアの協力を得ながら定期的な清掃を行い、清潔を保持することとした。

【新潟県中越地震の教訓】
(1 ) 県のトイレ対策は、①市町村の要請を受けた仮設トイレが２日以内に調達されたこと、②車両の進
　　入経路の情報提供など仮設トイレを早く調達する様々な工夫がされたこと、③近傍し尿処理施設に
　　よる広域処理体制が確立されたこと、④被災者ニーズの把握により、ポータブルトイレの活用など
　　利便性を確保する取組が実施することができたこと、などから執られた対策を引き続き確実に実施
　　することが必要
(2 ) 被災者がエコノミークラス症候群により亡くなったことで顕在化した避難所外避難者の支援が必要
　　（新潟県地域防災計画では、「避難所外避難者の支援計画」において保健師等による巡回健康相談の
　　実施、正確な情報の伝達等の対策が措置されている。）
(3 ) 要配慮者に対する配慮など被災者ニーズの把握・対応する中で顕在化した課題や、仮設トイレを速
　　く調達するため実施された工夫に対して発災当初から対応する仕組みが必要

地 域 防 災 計 画 「 ト イ レ 対 策 計 画 」 の 特 徴

具 体 的 な 行 動 に つ な が る マ ニ ュ ア ル を ！

　発災後の小千谷総合病院は断水していたため、当日は紙オムツとゴミ袋を組み合わせて簡易ト
イレに設置して使用しました。2~3 日後には敷地内に仮設トイレが設置され、携帯トイレも配布
されたので院内に配置しました。説明書が付いていたので、トイレに貼って誰でも使えるように
しました。携帯トイレは屋内で使用できるので恐怖心も軽減され、使いやすかったとの声を多く
聞きました。
　何も起きていない今こそ、職員全員が具体的な行動ができるマニュアルを
作成することが大切です。また、発災時には職員は被災者であり、救護者に
なります。いざという時に一人ひとりが動ける体制づくりや、各職員が病院
に出勤できるようになるまでの日数を掌握するとともに、職員が安心して働く
ことができる環境づくりなどが大事だと考えています。

NPO 法人防災サポートおぢや理事（元・小千谷総合病院看護部長）　佐藤和美氏
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3 . 岩 手 県 災 害 備 蓄 指 針 で の ト イ レ 対 策 （ 岩 手 県 ）

　東 日本大震災では、トイレを含めたさまざまな物資の備蓄が不足していた。ごみやし尿の収
集運搬車両、処理施設も多大な被害を受け、岩手県は多種・大量の災害廃棄物処理を経験した。
また、市町村と連絡が取りにくい状況にあり、仮設トイレの配送の調整が上手くいかず、慢性
的にトイレが不足した避難所もあった。地域ごとにトイレが何基必要かを事前に計画しておけば、
災害時に素早く一定のトイレを配備することができると考えている。

岩手県総務部総合防災室防災危機管理担当主任主査　　細川　徹氏
岩手県環境生活部資源循環推進課資源循環担当課長　　高橋則仁氏

　岩手県は平成 26 年 3 月に「岩手県災害備蓄指針」を策定した。この指針は「岩手県地域防
災計画」に基づき、被災者の生活を支えるために必要な物資の数量や考え方の目安を定めたも
のである。
　県の備蓄にあたっての想定避難者数は、東日本大震災における県内の避難者数のピーク値を
参考に 55 ,000 人としている。また、県、市町村、県民及び事業所がそれぞれの役割に応じて
備蓄を行うこととし、県は、市町村が物資の供給又は調達を困難とする場合に備え、県内の各
地域に物資を備蓄し、点検及び更新を行うこととした。
　なお、トイレの備蓄について、岩手県災害備蓄指針で以下のとおり定められている。

　県の備蓄物資は、岩手県広域防災拠点（広域支援拠点、後方支援拠点）
や広域防災拠点の運営に参画する県地方支部及び市町村の庁舎等に分散
して保管している。これによって、大規模災害時に迅速かつ効率的に供
給することができる。
　また、平成 28 年４月から「岩手県災害情報システム」を運用してお
り、地方公共団体や自衛隊、エネルギー・インフラ企業が被災状況や人
命救助・必要物資の応援要請等の情報を共有することができるようにな
っている。　　

分 散 備 蓄 と 必 要 物 資 に 関 す る 情 報 共 有

■携帯トイレ（蓄便袋・凝固剤・便収納袋）を備蓄
　※あらゆる便器に取り付けられ、薬剤を振りかけるだけでし尿処理ができるタイプのもの。

■県の備蓄対象人数の算定
　 備蓄対象人数：9 , 5 0 0 人
　 人数算定根拠：想定避難者数 55 , 0 0 0 人
　　　　　　　　 県や市町村が既に備蓄している物資
　　　　　　　　 備蓄を行っている県民の想定人数

広域防災拠点の配置イメージ
出典：岩手県「岩手県広域防災拠点配置計画」（201 4）
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　平成 28 年 3 月に「岩手県災害廃棄物対応方針」を策定した。この方針では、大規模災害時
に避難所等へ短期間で仮設トイレを設置するために、環境省が定めた必要量の推計を用いて、
仮設トイレの必要数を導き出す推計式を掲載した。また、環境省においても、市町村の廃棄物
担当者向け災害発生時対応の手引き等を作成したところである。
　大規模災害時は県が仮設トイレ等をリース業者から調達するほか、国や全国知事会等の支援
の窓口となり、各市町村への配送を調整する。仮設トイレの要請については、県内のリース業
者等のほかに、国、全国知事会、北海道・東北８道県広域応援道県等も通じて行う。
　市町村本部長は、し尿処理用機材（仮設トイレ、簡易トイレ、バキュームカー等）を調達で
きない場合は、地方支部福祉環境班長を通じて県本部長に応援を依頼する。なお、県は、大規
模な災害の発生等により必要な場合には、市町村からの応援要請を待たずに必要な支援を行う。
県本部の担当は環境生活部資源循環推進課である。
　さらに、資源循環推進課では平成 24 年から「仮設トイレ等レンタル業者一覧」を準備して
いる。有償／無償の業者が整理されている。

大 規 模 災 害 時 の ト イ レ 調 達 フ ロ ー

介 護 老 人 保 健 施 設 　 松 原 苑 で の 応 急 対 応 に つ い て

　地域住民の方々は、災害時には高台の松原苑に逃げれば何とかなるという意識があるため、発
災初日も多くの方が避難してきました。その日の夜、トイレがひどい状態になったため、大人用
オムツや黒いゴミ袋でトイレをつくりました。デイケアセンターにパーティションがあったため、
ポータブルトイレを便座として据えたトイレも作りました。ゴミは蓋付きの大きなポリバケツに
保管していました。
　感染対策を指導するには看護師が必要だと思います。東日本大震災では、
介護現場にも医療的な応援が早期から必要でした。老健施設の職員も被災
者で、心配事を抱えながら従事しているため、外部から客観的で冷静なア
ドバイスがもらえると負担が軽減されると思います。

医療法人勝久会　陸前高田施設　看護部長　入澤美紀子氏

市町村本部長
（し尿処理用機材を調達できない場合）

地方支部福祉環境班長

応援依頼

県本部長

環境生活部資源循環推進課 リース業者、国や全国知事会等

仮設トイレ等レンタル業者一覧

県は、必要な場合は、
応援依頼を待たずに
必要な支援を行う

図：大規模災害発生時のトイレ調達フロー
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4 . 熊 本 地 震 で の 応 急 対 応 （ 熊 本 市 ）

熊本市東区役所保健こども課主幹　　　　　　　永野智子氏
熊本市健康福祉局保健衛生部感染症対策課長　　大山　悟氏

　4 月 14 日の前震と 16 日の本震により、自宅にいられなくなった人々が、指定避難所の学
校や特に指定されていない公民館へ避難することになった。熊本市では、当初 250 ヶ所程度
を避難所として指定し、その後集約していった。
　熊本市内の被害は「断水しているが、家はなんとか住める状態」という被災者も多く、余震
不安から車中泊が多かった。井戸がある家は、停電が解除されれば水が汲み出せるためトイレ
には困らなかったと思われる。一方、集合住宅の多くでは水洗トイレは使用できなかった。断
水中のマンションにはダンボールトイレと凝固剤を配付していたが、家庭のトイレはおおむね
洋式のため、ダンボールの必要性は高くなく、洋式トイレに大人用紙おむつを敷いて利用する
などの工夫がなされていた。

熊 本 市 の 被 災 状 況 に つ い て

　避難所に設置された仮設トイレの多くは和式だった。屋内のトイ
レには専用のスリッパが置かれていたが、仮設トイレは土足で使用
しており床は汚れていた。年配の方など、和式トイレの利用が困難
な方もいたため、簡易に設置できる腰掛可能な便座を置いてもらえ
るよう依頼した。
　区役所では、高置水槽の水を使用していたが、途中から断水とな
り、水が流れなくなった状態で水洗トイレを使用し続けたため、排
泄物等で満杯となった。職員により汚物の撤去等の対応を行い、便
器にゴミ袋と新聞紙を取り付けて使用するようにした。
　
　要介護者が多い避難所の中には、福祉避難所に準じた支援が必要なところもあり、災害支
援ナース等医療関係者がトイレの介助など手厚い対応を行っていた。要介助者がトイレに行き
たくなったら、合図にうちわをあげてもらうという工夫をしていた避難所もあった。
　保健こども課は、感染症対策として前震後から早期に、感染予防をするためチラシを作成し
啓発を行うとともに消毒薬を配布した。
　感染症対策課は、風評による不安感が広がらないよう、ノロウイルスに関する正しい知識と、
手洗いや拭き取りを徹底する点を伝えた。また、清掃指導（トイレ、ドアノブ、引き戸、手す
り、床面の徹底消毒）も行った。感染症の患者が病院から戻ってくる際には、会議室等へ移動
するなど個室管理を行い、トイレを専用にすることも指導した。
　これらの迅速な対応により、感染症の拡大や２次感染を防ぐことができた。

避 難 所 の ト イ レ と 感 染 症 対 策 に つ い て
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熊 本 地 震 で の 応 急 対 応 ＜ 阿 蘇 市 ＞

　4 月 16 日の本震で大きな被害が出た。本震が夜中に発生し、停電と断水によって指定避難
所には屋内の状況が確認できるまで入れず、市役所前にテントを設置し、ブルーシートを敷き、
毛布を配布して屋外で過ごしてもらった。対策本部も外に設置された。
　電気と水道が止まったため、市役所にトイレを借りに来る方が集中し、高置水槽の水を使用
した。市は電気、水道の復旧を最優先として対応し、対策本部がある市役所では、水道を仮設
で 確保し早期に水洗トイレが使用できるようにした。水道復旧が遅れた地区でも、給水車や自
噴している水を汲んできて水洗トイレを利用した。またし尿処理場が被災していたため、汲み
取り式トイレを利用している家庭からは、汲み取りがいつから可能なのかといった問い合わせ
があった。

阿 蘇 市 の 被 災 状 況 に つ い て

　避難所では、当初トイレの数が避難者数に対して不足していたため、急ぎ手配し、中には民
間で仮設トイレをお持ちの方から借用して設置した避難所もあった。断水のため給水車で水を
運び水洗トイレを使用していたが、浄化槽への配管が破損し汚水が漏れ出ていたため、使用
できなくなった避難所があった。
　最初に配備された仮設トイレは和式タイプで、段差のあるものだった。また、屋外に設置さ
れているため雨天時や夜間は利用しづらい状況もあった。避難者には高齢者が多いため、屋
内でトイレが利用できるのであれば、そのほうが安全でもあると思った。体育館等の避難所で
は、和式トイレが多いため、高齢者向きに洋式便器の簡易トイレを設置したが、排泄物を自動
で密封する等、高齢の避難者には使い方が難しい点もあった。
　水道復旧が遅れた避難所では、感染症が発生しないように、職員が手洗いやアルコール消毒、
トイレ消毒・清掃の徹底を図った。高齢者には脱水の予防のために、水分を取るように呼びか
けるとともに、避難所の中でもトイレに近い場所になるよう滞在場所の再配置を行った。

避 難 所 の ト イ レ に つ い て

熊 本 地 震 で も 活 用 さ れ た 「 マ ン ホ ー ル ト イ レ 」

　熊本地震において、熊本市内の避難所４ヶ所（中学校）にマンホールトイレが
設置された。避難所内のトイレは和式トイレが多い中、マンホールトイレは便座
が洋式で肘掛け背もたれがあり、入口に段差がないため利用者から好評だった。
　また、屋外設置のため靴を脱ぐ必要がなく、車中泊避難者も利用しやすかった。
上水道復旧後も、避難所が閉鎖されるまで使用されたケースもあった。

熊本市立西原中学校に設置されたマンホールトイレ
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災 害 用 ト イ レ の 分 類 と 備 え 方

　「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」では、災害用トイレは以下のように分
類されている。災害用トイレの備え方や備品の詳細は「災害用トイレガイド（ht tp : / /www .
t o i l e t . o r . j p / t o i l e t - gu i de /））を参考にしていただきたい。

災 害 用 ト イ レ の 分 類

●既存の洋式便器につけて使用する便袋タイプ。吸水シートや凝固剤で水分を
　安定化させる。
●使用するたびに便袋を処分する必要がある。
●消臭剤がセットになっているものや、臭気や水分の漏れを更に防ぐための外
　袋がセットになっているものもある。
●在宅被災者等が自宅等でも使用できる。

①携帯トイレ（保管・回収）

【一体型】
●介護用のポータブルトイレ等、手すりが付いている物もある。
●水なしで使用できるが、電気が必要な物もある。
●室内に設置可能な小型で、持ち運ぶことができる。
●便座と一定の処理がセットになっており、し尿を貯留できる。
●汚物の処理タイプとして、凝固剤を用いた「ラッピング」のほか、「コンポ
　スト」「乾燥・焼却」等があり、電気の確保等、製品ごとに利用上の留意点
　の確認が必要である。

【組立式】
●段ボール等の組立て式便器に便袋をつけて使用する。吸水シートや凝固剤で
　水分を安定化させる。
●使用するたびに便袋を処分する必要がある。
●在宅被災者等が自宅等でも使用できる。
●持ち運びが簡単であるため、被災者が家族・仲間で共有できる。
●トイレがない・洋式便器がない場合に段ボール、新聞紙、テープを使って作
　成することができる。
●ワークショップや訓練等でトイレの作成を体験する等、各家庭でのトイレの
　備蓄を周知するために効果的である。

【一体型】
●電気なしで使用できるものが多い。
●便槽に貯留する方式と、マンホールへ直結して流下させる方式がある。
●階段付きのものが多い一方で、車イスで利用できるバリアフリータイプもある。
●イベント時や建設現場で利用されることが多い。
●仮設トイレを設置する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場所
　を優先する必要がある。

②簡易トイレ
　（保管・回収）

③仮設トイレ
　（汲み取り）
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種類（処理方法） 概要・特徴

【組立式】
●便槽に貯留する方式と、マンホールへ直結して流下させる方式がある。
●手すりが付いているタイプや便座の高さを調節できるタイプ等のバリアフリ
　ータイプがある。
●仮設トイレを設置する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場
　所を優先する必要がある。



切 れ 目 の な い ト イ レ 環 境 の 確 保
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●下水道のマンホールや、下水道管に接続する排水設備上に、便器や仕切り施
　設等を設置するもの。
●本管直結型及び流下型のマンホールトイレは、下流側の下水道管や処理場が
　被災していない場合に使用することが原則である。
●貯留機能を有したマンホールトイレは、放流先の下水道施設が被災していた
　としても汚物を一定量貯留することができるが、汲み取りが必要になる場合
　がある。
●車イスで利用できるバリアフリータイプも設置できる。
●避難所に整備する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場所を
　優先する必要がある。

●処理装置を備えており、汚水を排水しない水循環式と、おが屑等によるコン
　ポスト式、乾燥・焼却式がある。
●水循環式は、汚水を好気性微生物により処理するものや、鉱物抽出液等を用
　いて凝集沈殿するタイプ等がある。
●避難所に整備する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場所を
　優先する必要がある。

④マンホールトイレ
　（下水道）

⑤その他
　【自己処理型トイレ】

●トイレ設備を備えた車両を指し、し尿を貯留するタイプや処理装置を備えた
　タイプがある。
●トイレは車載可能な範囲で設計変更できる。
●処理方式の違いで、使用可能回数が異なる。
●ユニバーサルデザインを導入したタイプも開発されている。
●平時は、イベントや公園等で使用できる。
●避難所で使用する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場所を
　優先する必要がある。

【車載トイレ】

●平時は水洗トイレとして使用する。
●断水や停電時には、地下ピットとつながる蓋や便器底を開けて貯留式トイレ
　として使用する。
●汲み取り方法や作業の容易性等を確認する必要がある。
●上下水道が復旧した際に、水洗トイレとして利用再開する方法や地下ピット
　の清掃方法等についても確認する必要がある。
●地下ピットだけを有し、仮設ブースを設けて使用するタイプもある。平時は
　組立式のトイレをピットの中に保管できるタイプもある。
●避難所に整備する時には、特に高齢者や女性の避難者が利用しやすい場所を
　優先する必要がある。

【便槽貯留】

※マンホールトイレは、上屋、便器
・便座、鉄蓋、下部構造で構成される

（内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」（2016）より一部改変して作成）

（国土交通省「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」
（2016）より一部改変して作成） 

　災害用トイレを組み合わせながら、時間経過と被災状況に応じて活用することが効果的で
ある。
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避 難 所 の ト イ レ 環 境 は
被 災 者 の 健 康 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 。 
地 震 で 助 か っ た 命 を 失 わ な い た め に 、
ト イ レ 衛 生 対 策 は 欠 か せ な い ！

後回しにしてはいけない。
命にかかわることだから。
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